
本日の協議内容等について

令和４年(2022年)２月 熊本県健康福祉部医療政策課

資料１





熊本地域医療センターに係る公立・公的医療
機関等の具体的対応方針の再検証要請への対応
として、以下の２点を協議

・熊本地域医療センターが担う役割について

・単独病床機能再編計画（病床機能再編支援
事業関係）について
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本日の協議内容

資料２

資料３



具体的対応方針の再検証等について（令和２年１月17日付け医政局長通知のポイント）

１．基本的な考え方

２．再検証要請等の内容

〇 このうち、「A 診療実績が特に少ない」（診療実績が無い場合も含む。）が９領域全て（以下「A9病院」という。）、又は「B 類似かつ近接」（診療実績が無い場合も

含む。）が６領域全て（人口100万人以上の構想区域を除く。以下「B6病院」という。）となっている公立・公的医療機関等の具体的対応方針を再検討の上、地域
医療構想調整会議において改めて協議し、合意を得るよう求めるもの。

（１）再検証対象医療機関（A9・B6病院）の具体的対応方針の再検証

以下①～③についてA9・B6病院で検討の上、その検討結果を調整会議で
協議すること。

B6病院が所在する構想区域の調整会議では、④についても協議すること。
A9病院が所在する構想区域の調整会議では、必要に応じて、④についても
協議すること。
① 現在の地域の急性期機能、人口の推移、医療需要の変化等、医療機関を
取り巻く環境を踏まえ、2025年を見据えた自医療機関の役割の整理

② ①を踏まえた上で、分析の対象とした領域ごとの医療機能の方向性
（他の医療機関との機能統合や連携、機能縮小等）

③ ①②を踏まえた４機能別の病床の変動

【構想区域全体の2025年の医療提供体制の検証】
④ 構想区域全体における領域ごとの2025年の各医療機関の役割分担の方
向性等（必要に応じて、病床数や医療機能を含む。）

（２）一部の領域で「診療実績が特に少ない」又は「類似かつ近接」に該
当する公立・公的医療機関等（A1~8・B1~5病院）への対応

調整会議において、A1～8・B1～5病院の具体的対応方針について改めて
議論すること。

〇 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）を踏まえ、地域医療構想調整会議における地域の現状や将来像を踏まえた議論を活性

化させることを目的に、厚生労働省において、公立・公的医療機関等の高度急性期・急性期機能に着目した診療実績データの分析を実施。

〇 厚生労働省の分析結果は、公立・公的医療機関等の将来担うべき役割や、それに必要な病床数や病床の機能分化・連携等の方向性を機械的に決めるもので

はない。各公立・公的医療機関等の取組の方向性については、地域医療構想調整会議において、当該分析だけでは判断し得ない地域の実情に関する知見を補
いながら、議論を尽くすこと。

（３）H29病床機能報告未報告医療機関等への対応
調整会議において、H29病床機能報告未報告等医療機関等は、具体的

対応方針の妥当性について、直近の自医療機関の実績等を踏まえて説明
すること。調整会議において合意が得られなければ、具体的対応方針を見
直し、調整会議で改めて協議の上、合意を得ること。

３．主な留意事項 ４．今後の進め方及び議論の状況把握
〇 定例的な調整会議の会議資料や議事録等はできる限り速やかな公表に努め
ること。ただし、国から提供した分析結果は、都道府県の最終確認を踏まえ国
が確定するまでは、当該資料等については非公表として取り扱うこと。
また、 随時開催を組み合わせながら、より多くの医療機関の参画が得られ
るような工夫をすること。

〇 公立・公的医療機関等については、開設主体ごとに期待される役割や税制
上・財政上の措置等の違いに留意が必要。 等

当面、「経済財政運営と改革の基本方針2019」を基本として、調整会議での
議論を進めること。
今後、厚生労働省において、再検証に係る地域医療構想調整会議の議論の
状況を把握し、2020年度から2025年までの具体的な進め方（スケジュール等）
については、状況把握の結果及び地方自治体の意見を踏まえ、整理の上改め
て通知予定。
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（R3.7.29 第１回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ資料を一部修正）



２９．地域医療構想の実現

ⅰ．地域医療構想の実現に向けた病床の機能分化・連携の取組を促進する

ｂ．これを前提に、中長期的な人口構造の変化に対応するための地域医療構想については、その基本的な枠組み（病床必要量の推計など）

を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

各地域における検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域については、その検討・取組を

「重点支援区域」や「病床機能再編支援制度」等により支援するとともに、新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、各地

域において地域医療構想調整会議を主催する都道府県等とも協議を行い、2020年度冬の感染状況を見ながら、以下の取組に関する具体

的な工程の設定について検討する。その際、2025年以降も継続する人口構造の変化を見据えつつ、段階的に取組を進めていく必要があ

る中、その一里塚として、2023年度に各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が進められることから、

2022年度中を目途に地域の議論が進められていることが重要となることに留意が必要である。

・ 再検証対象医療機関における具体的対応方針の再検証

・ 民間医療機関も含めた再検証対象医療機関以外の医療機関における対応方針の策定（策定済の場合、必要に応じた見直しの検討）

新経済・財政再生計画 改革工程表2020（令和２年12月18日経済財政諮問会議）［抄］

３０．地域医療構想の実現

ａ．第８次医療計画（2024年度～2029年度）における記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けて、検討状況を適時・適切に各自治体と

共有しつつ、「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しを行う。中長期的な人口構造の変化に対応するための地域医療構想については、

その基本的な枠組み（病床必要量の推計など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

ｂ．各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までかけて進められることとなるため、その作業

と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを求め

る。

また、検討状況については、定期的に公表を求める。

各地域における検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域については、その検討・取組を「重

点支援区域」や「病床機能再編支援制度」等により支援する。

新経済・財政再生計画 改革工程表2021（令和３年12月23日経済財政諮問会議）［抄］

3（R3.12.3 第２回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ資料に一部加筆）



【２.統合支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合のコスト等に充当するため、

統合計画に参加する医療機関（統合関係医療機関）全体で減少する病床１床当た
り、病床稼働率に応じた額を支給（配分は統合関係医療機関全体で調整）

※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象３区分の総病床数が10％以上減少する場合に対象

病床機能再編支援事業（地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅰ－２）

○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療の

課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。

〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の合意を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴

う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。

○令和２年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に位置付け、

引き続き事業を実施する。【補助スキーム：定額補助（国１０／１０）】

【１.単独支援給付金支給事業】
病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関（統合によ

り廃止する場合も含む）に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた
額を支給

※病床機能再編後の対象３区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象３区分として報告された稼働病床数の合計の90％以下となること

【３.債務整理支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医

療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す
る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給

※統合関係医療機関の対象３区分の総病床数の10％以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る

病床200床

「単独医療機関」の取組に対する財政支援

再編

減少する病床数
について支給

Ａ病院：200床

Ｂ病院：100床
廃止（廃業）

統合後のＡ総合病院
250床

純減した50床について支給
配分はＢ病院を含めた統合
関係医療機関全体で調整

*1 財政支援 ･･･使途に制約のない給付金を支給
*2 対象３区分･･･高度急性期機能、急性期機能、慢性期機能

病床150床

債務

金利

債務 承継

引き継いだ債務の
利子負担を軽減

利子
総額

支給

廃止となる病院 統合後の病院

統合

計
画
作
成

統合関係医療機関

令和３年度予算額：地域医療介護総合確保基金（医療分）
公費1,179億円の内数（195億円）

計
画
作
成

「複数医療機関」の取組に対する財政支援
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給付対象の判断基準について

地域医療構想調整会議において、２０２５年に向け、
引き続き、地域のニーズに応じた医療を提供する役割を
担うことが確認できた医療機関が給付対象となる。

例：急性期、慢性期病床を削減し、回復期機能の強化を図る
地域のニーズを踏まえ、外来、在宅医療等に注力する 等

病床数の減少後も地域で
必要な役割を担う場合

病床数の減少に伴い
医療機関を廃止する場合

対 象

対象外

＜具体的なイメージ＞
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